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ニュース

税務署は収受印を押なつせよ！ インボイス廃止！

３・１３重税反対全国統一行動！

日時 ３月１３日（金）午前９時４５分開会
場所 小牧駅東公園（メロディパーク）

◆交通機関について

〇江南市内の各支部は、江南市民文化会館から９時００分に貸切バス

で出発しますので乗り遅れの無いようにしてください。

〇岩倉方面は、岩倉駅よりバス小牧駅行き（９時１１分発）をご利用

ください。（岩倉駅より片道４００円）

〇犬山方面は、小牧線（犬山駅９時１４分発）をご利用ください。

（犬山駅より片道４００円）

〇扶桑支部は役場に集合し、乗り合いで８時５０分に出発します。

※車で来る人は､小牧税務署の駐車場には絶対に停めないでください！

重税反対全国統一行動に参加する方にお願いします。当日は、小牧

税務署の駐車場には車を停めないでください。民商の仲間が一般の納

税者を締めだしてしまう事態は避けましょう。

権利を守るために３･１３に合流してください！
私たち民商は広範な市民団体と連携して納税者の

権利を擁護してきました。３・１３重税反対全国統

一行動は今年で５７回目を迎えます。

昨年１月１日から国税庁・税務署は提出書類の控

えに収受日付印を押さなくなりました。納税者が申

告を行った事実そのものが証明できなくなる改悪で、

私たちの権利の侵害です。申告計算会でも多くの会

員さんが不安と怒りを感じています。

国税庁・税務署は大量かつ詳細な税務調査を行う

体制を作るために、電子を申告の主流にしようとし

ています。収受印を廃止したのは国税庁・税務署だ

けで、他の公的機関では今も行われています。

控えへの収受日付印押印は簡便かつ有用な証明で

す。どのような形式で申告を行うかを決めるのは私

達です。行政の一方的な都合を納税者に押し付ける

ことは許されません。

３・１３行動の参加者数は、そのまま納税者の権

利を守る力になります。私達の権利の回復のために、

皆さん一人でも多くの参加をお願いします。

当日には地域の皆で集まり、

確定申告書と一緒に「確定申告

書控え等への収受日付印の押印

再開を求める請願」を提出しま

しょう。

尾北民商の宣伝用マグネットプレートを作りまし

た。サイズは約８㎝×２９.５㎝です。

車の背面・側面や、道に面した物置などに、尾北

民商の連絡先を掲示してくれる方を募集します。

消費税の申告期限となる３月３１日（火）までな

ど、時期を区切ってのご協力でも構いません。

今、多くの事業者が確定申告に頭を悩ませ、相談

先を探しています。民商を知らせる手伝いをお願い

します。プレートを掲示してもよいという方は尾北

民商事務所へご連絡ください。

民商のマグネットプレートつけてみませんか？


